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鰯
鰯
鰯
鰯
鰯
鰯

午
後
３
時

場
健
康
福
祉
会
館

内
午
前
＝
骨
密
度
測
定
、
グ
ル
ー

プ
ワ
ー
ク
、
講
話
「
運
動
の
話
と

実
技
」、
午
後
＝
講
話
「
骨
粗
し

ょ
う
症
の
病
態
と
治
療
」「
予
防

食
に
つ
い
て
」

講
整
形
外
科
医
、
健
康
運
動
指
導

士
、
栄
養
士

定
　
歳
～
　
歳
の
方
　
人
、　
歳

２０

６４

２０

６５

以
上
の
方
　
人
（
い
ず
れ
も
申
し

４０

込
み
順
）

申
１
月
　
日
か
ら
電
話
で
イ
ベ
ン

２２

  
こ
つ
こ
つ
教
室
　

対
市
内
在
住
の
方

※
昨
年
度
、
同
教
室
に
参
加
さ
れ

た
方
は
ご
遠
慮
下
さ
い
。

日
２
月
７
日
（
木
）
午
前
　
時
～

１０

健
康
案
内

健
康
案
内

健
康
案
内

ト
ダ
イ
ヤ
ル
（
辺辺
７
２
４
・
５
６

５
６
）
へ
。

問
健
康
課
辺辺
７
２
５
・
５
１
７
８

返
７
２
５
・
５
１
９
８

栄
養
講
習
会

【
高
血
圧
・
脂
質
異
常
症
・
肥
満

が
気
に
な
る
方
】

対
市
内
在
住
の
方

日
２
月
　
日
（
火
）
午
前
９
時
　

１９

５０

分
～
正
午

場
健
康
福
祉
会
館

内
生
活
習
慣
病
と
は
＝
保
健
師
、

食
生
活
の
注
意
点
に
つ
い
て
＝
栄

養
士
、
試
食
と
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク

定
　
人
（
申
し
込
み
順
）

４０
申
１
月
　
日
か
ら
電
話
で
イ
ベ
ン

２１

ト
ダ
イ
ヤ
ル
（
辺辺
７
２
４
・
５
６

５
６
）
へ
。

問
健
康
課
辺辺
７
２
５
・
５
１
７
８

返
７
２
５
・
５
１
９
８

講
演
会

赤
ち
ゃ
ん
の
病
気
と
対
応

　
小
児
科
医
が
赤
ち
ゃ
ん
の
か
か

り
や
す
い
病
気
や
症
状
と
、
そ
の

対
応
に
つ
い
て
お
話
し
ま
す
。

対
２
か
月
～
１
歳
未
満
の
乳
児
の

保
護
者

※
対
象
児
を
連
れ
て
の
参
加
は
可

能
で
す
が
、
保
育
は
あ
り
ま
せ

ん
。

日
２
月
　
日
（
火
）
午
後
２
時
～

２６

３
時
　
分
（
受
け
付
け
は
１
時
　

１５

５０

分
ま
で
）

場
健
康
福
祉
会
館

講
キ
ッ
ズ
ク
リ
ニ
ッ
ク
智
院
長
・

渡
邉
智
子
氏

定
　
人
（
申
し
込
み
順
）

５０
申
１
月
　
日
正
午
か
ら
電
話
で
イ

２１

ベ
ン
ト
ダ
イ
ヤ
ル
（
辺辺
７
２
４
・

５
６
５
６
） 
へ
。

問
健
康
課
辺辺
７
２
５
・
５
４
２
２

返
７
２
５
・
５
１
９
８

 ２月の母子健康案内　お気軽にご相談下さい 問健康課辺辺７２５・５４２２返７２５・５１９８
内　容対　象時　間開催日会　場事業名

妊娠中の過ごし方、
歯の衛生、栄養と食
生活

１日目
１６～３５週
の妊婦と
その夫

午後１時３０分～４時
１日（金）

健康福祉会館

もうすぐママ・パパの
ためのぷれぴよクラス
（母親学級）
－３日間コース－
（申し込み制）

申電話でイベントダイ
ヤル（辺辺７２４・５６５６）へ。

母乳のお話、お産の
ときのリラックス法２日目８日（金）

もく浴実習、妊婦体
験、新生児の保育３日目午後１時～３時１６日（土）

離乳食の進め方のお話と試
食（各日とも同一内容）

４～５か
月児

午前９時５５分～１１時４５分
受け付け＝午前９時３０分から

１８日（月）
または

２５日（月）
初期

健康福祉会館

離乳食講習会
（申し込み制）

申電話でイベントダイ
ヤル（辺辺７２４・５６５６）へ。

離乳食後期のお話と試食、
歯の話（各回とも同一内容）

８～９か
月児

①午前９時３５分～１０時３５分
（受け付け＝午前９時２０分から）
②午前１１時～正午（受け付け
＝午前１０時４５分から）

２２日（金）後期

身長･体重測定、保育相談、
栄養相談、歯科相談、母親
のからだの相談

２か月以
上の未就
学児とそ
の保護者

受け付け
午前９時４５分～１１時３０分
午後１時３０分～３時

４日、１８日、２５日
（月）健康福祉会館乳幼児・母性相談

※母子手帳をお持ちの
うえ、直接会場へおい
で下さい。

７日（木）鶴川分館
８日（金）子どもセンターばあん
１３日（水）堺市民センター
２０日（水）町田リサイクル文化センター

　
１
月
　
日
（
土
）
は
文
化
財
防

２６

火
デ
ー
で
す
。
文
化
財
は
、
未
来

に
残
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
市
民

の
大
切
な
財
産
で
す
。
火
災
、
地

震
及
び
そ
の
他
の
災
害
か
ら
文
化

財
を
守
り
ま
し
ょ
う
。

【
消
防
演
習
を
実
施
し
ま
す
】

　
直
接
会
場
へ
お
い
で
下
さ
い
。

日
１
月
　
日
（
土
）
午
前
　
時
か

２６

１０

ら場
菅
原
神
社
（
本
町
田
８
０
２
）

問
町
田
消
防
署
防
火
管
理
係
辺辺
７

２
２
・
０
１
１
９
（
内
線
５
２

１
）、
町
田
市
防
災
安
全
課
辺辺
７

２
４
・
３
２
１
８
返
０
５
０
・
３

０
８
５
・
６
５
１
９

育てよう 歴史を守る
防火の心
育てよう 歴史を守る
防火の心

文化財防火デー

　
市
で
は
１
月
　
日
か
ら
、
ラ
ジ

２１

オ
広
報
番
組
「
東
京
町
田
イ
ン
フ

ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
」
の
放
送
を
開
始

し
ま
す
。
番
組
で
は
、「
広
報
ま

ち
だ
」
に
掲
載
の
情
報
や
災
害
情

報
等
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
放
送

日
程
は
下
表
の
と
お
り
で
す
。

放
送
局
エ
フ
エ
ム
さ
が
み
（
　
・
８３

９
Ｍ
姐
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
も

聴
取
可
）

※
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
の
聴
取
方

法
に
つ
い
て
は
お
問
い
合
わ
せ
い

た
だ
く
か
、
エ
フ
エ
ム
さ
が
み
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
下
さ
い
。

借
り
入
れ
、
そ
の
返
済
が
「
出
世

払
い
」
等
の
よ
う
に
、
実
質
的
に

贈
与
と
認
め
ら
れ
る
場
合

※
２
０
１
２
年
分
の
申
告
か
ら

「
確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ

ー
」
で
作
成
し
た
申
告
書
を
、
ｅ

倆
Ｔ
ａ
ｘ
で
送
信
で
き
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。

 　
２
０
１
２
年
中
、
父
母
や
祖
父

母
な
ど
直
系
尊
属
か
ら
、
自
己
の

居
住
用
家
屋
の
取
得
の
た
め
の
金

銭
の
贈
与
を
受
け
た
場
合
で
一
定

の
要
件
を
満
た
す
と
き
は
、
１
０

０
０
万
円
ま
で
の
贈
与
税
の
非
課

税
制
度
を
適
用
で
き
ま
す
。
こ
の

適
用
を
受
け
る
に
は
、
３
月
　
日
１５

（
金
）
ま
で
に
贈
与
税
申
告
書
と

添
付
書
類
の
提
出
が
必
要
で
す
。

住
宅
取
得
等
の
た
め
の
資

金
の
贈
与
を
受
け
た
方
へ

で
も
、
２
月
１
日
（
金
）
～
３
月

　
日
（
金
）
の
間
、
作
成
済
み
の

１５申
告
書
に
限
り
受
け
付
け
ま
す
。

 　
２
０
１
２
年
中
に
、
個
人
か
ら

土
地
、
建
物
、
現
金
、
預
貯
金
、

株
式
、
債
券
等
の
財
産
の
贈
与
を

受
け
、
そ
の
財
産
の
合
計
額
が
１

１
０
万
円
を
超
え
る
方
や
「
相
続

時
精
算
課
税
」
を
選
択
し
た
方

は
、贈
与
税
の
申
告
が
必
要
で
す
。

　
次
の
場
合
も
贈
与
税
の
課
税
対

象
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

①
無
償
で
不
動
産
や
株
式
等
の
財

産
の
名
義
を
変
更
し
た
場
合

②
共
同
で
不
動
産
を
購
入
し
、
資

金
の
負
担
割
合
に
応
じ
た
持
分
の

登
記
を
行
っ
て
い
な
い
場
合

③
不
動
産
や
株
式
等
を
取
得
す
る

た
め
に
、
父
母
な
ど
か
ら
資
金
を

贈
与
税
の
申
告
も
忘
れ
ず
に

 　
ｅ
倆
Ｔ
ａ
ｘ
で
の
送
信
、
郵

送
、
税
務
署
の
時
間
外
収
受
箱
へ

の
投
函
で
も
提
出
で
き
ま
す
。
市

役
所
本
庁
舎
１
階
の
ワ
ン
ス
ト
ッ

プ
ロ
ビ
ー
・
イ
ベ
ン
ト
ス
タ
ジ
オ

確
定
申
告
書
の
提
出

○
生
命
保
険
料
控
除
の
変
更

　
２
０
１
２
年
１
月
１
日
以
降
に

締
結
し
た
生
命
保
険
契
約
等
（
新

契
約
）
の
う
ち
、
介
護
保
障
や
医

療
保
障
を
内
容
と
す
る
支
払
保
険

料
等
に
つ
い
て
、
介
護
医
療
保
険

料
控
除
が
設
け
ら
れ
ま
し
た
。

　
ま
た
、
２
０
１
２
年
１
月
１
日

以
降
に
締
結
し
た
契
約
（
新
契

約
）
か
ら
、
控
除
金
額
の
計
算
方

法
や
適
用
限
度
額
が
下
図
の
と
お

り
変
更
さ
れ
ま
し
た
。

※
一
般
生
命
保
険
料
・
個
人
年
金

保
険
料
・
介
護
医
療
保
険
料
の
各

控
除
の
合
計
適
用
限
度
額
は
７
万

円
で
す
。

※
一
般
生
命
保
険
料
・
個
人
年
金

保
険
料
で
、
同
一
保
険
内
で
新
契

約
と
そ
れ
以
前
の
契
約
（
旧
契

約
）
の
両
方
の
契
約
が
あ
る
場

合
、
控
除
金
額
は
次
の
①
～
③
に

な
り
ま
す
。
い
ず
れ
か
を
選
択
し

て
下
さ
い
。

①
新
契
約
の
み
の
控
除
金
額

②
旧
契
約
の
み
の
控
除
金
額

③
新
契
約
の
控
除
金
額
と
旧
契
約

の
控
除
金
額
の
合
計
額
（
上
限
は

２
万
８
０
０
０
円
）

※
新
契
約
、
旧
契
約
の
ど
ち
ら
に

該
当
す
る
か
は
、
保
険
会
社
か
ら

発
行
さ
れ
る
控
除
証
明
書
で
確
認

し
て
下
さ
い
。

○
退
職
所
得
に
か
か
る
住
民
税
の

算
出
方
法
の
変
更

　
退
職
所
得
に
か
か
る
住
民
税
の

　
％
の
税
額
控
除
が
、
２
０
１
３

１０年
１
月
１
日
以
降
の
退
職
分
か
ら

廃
止
と
な
り
ま
し
た
。

◇

問
市
民
税
課
辺辺
７
２
４
・
２
１
１

７
、
２
１
１
４
返
０
５
０
・
３
０

８
５
・
６
０
８
４

２
０
１
３
年
度

市
・
都
民
税
の

市
・
都
民
税
の

市
・
都
民
税
の

市
・
都
民
税
の
主
な
改
正
点

主
な
改
正
点

主
な
改
正
点

主
な
改
正
点

　無資格者が税金の相
談、申告書の作成等をす
ることは、法律で禁じら
れているほか、依頼者が
思わぬ損害を被る恐れが
あります。　
　税理士は、税理士証票
を携帯し、税理士バッジ
を着用しています。
問東京税理士会辺辺０３・
３３５６・４４７６

にせ税理士・
にせ税理士法人に
ご注意を

町田税務署から
　確定申告の受付会場はぽっぽ町田（原町田
４－１０－２０、地下１階）です。
期間２月１日（金）～３月１５日（金）の平日、
２月２４日（日）、３月３日（日）
受付時間午前８時４５分～午後４時
問町田税務署辺辺７２８・７２１１

昨年は東雲寺（成瀬）で演習が行
われました

エ
フ
エ
ム
さ
が
み
（
83
・
９
Ｍ
Hz
）
で
放
送
開
始

東
京
町
田
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン

東
京
町
田
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン

ラ
ジ
オ
広
報
番
組

問
広
報
課
辺辺
７
２
４
・
２
１
０
１

返
７
２
４
・
１
１
７
１

「東京町田インフォメーション」放送日程
（１日３回）

日曜日土曜日月～金曜日

午前７時５４分
午前１１時２４分
午後５時５４分

午前１０時２４分
午後０時５４分
午後５時５４分

午前８時５４分
午後１時５４分
午後６時５４分

※放送時間は５分間です。

住民税の生命保険料控除の計算方法の変更点
新契約（２０１２年１月１日以降に締結
した契約）

控除額支払保険料額
支払い金額１万２０００円以下
支払い金額×０．５＋
６０００円

１万２０００円超３
万２０００円以下

支払い金額×０．２５＋
１万４０００円

３万２０００円超５
万６０００円以下

２万８０００円５万６０００円超

旧契約（２０１１年１２月３１日以前に締結
した契約）

控除額支払保険料額
支払い金額１万５０００円以下
支払い金額×０．５＋
７５００円

１万５０００円超４
万以下

支払い金額×０．２５＋
１万７５００円

４万円超７万円
以下

３万５０００円７万円超


